
(一財)鳥取県剣道連盟

審査会実施にあたっての 染拡大予防ガイ ドライン

一般財団法人鳥取県剣道連盟では、令和 3年 9月 から各級 。段の審査会を再開 して

お りますが、 it l ‐i・ ‐11‐.|||||「
審査会実施にあたつての感染拡大予防ガイ ド

ライン」 (全剣連)に従い、この審査会においても、対人稽古再開と同様に、新型コ

ロナ ウイルス感染症の感染拡大の防止を図 り、多 くの会員が安心 して受審できる様、

「審査会実施に当たっての感染拡大防止ガイ ドライン」を制定いた しました。受審者

はもとより、審査員、立ち合い、係員等すべての関係者 (以下 「関係者」 とい う。)

は、この審査ガイ ドライン並びに令和 3年 8月 4日 付 「対人稽古に関する感染予防ガ

イ ドライン」 (全剣連)を遵守 して、安全な審査会の実施に努めて頂きます ようお願

いいた します。

なお、新型 コロナ ウイルス感染症の情勢、鳥取県の方針により、審査ガイ ドライン

の見直 しを行 うこともあり得ますので、ご留意 ください。

第 1

1

審査会を開催するにあたつて

鳥取県剣道連盟及び各都市剣道連盟等 (以 下ガイ ドラインにおいて「主催者」

とい う。)は、審査会を開催す るにあたって、鳥取県の感染拡大防止対策指針

並びに審査会場を管理する管理者の方針を遵守する。

主催者は審査会を開催するにあたって、受審者並びに関係者に対 し、この審

査ガイ ドラインの内容を徹底する。

主催者は、審査会スケジュールを策定す るにあたって、入場 。受付の密集を

避けるため受付時間の事前指定や広い受付スペースの確保、 トイ レ・休憩室の

密集を避けるため休憩時間を長 くするなど、全体 として余裕を持った時間割に

配意す る.

主催者は、受審者並びに関係者以外 (付 き添い、保護者、見学者等)は、小

学生低学年に対する付き添い (代表 1～ 2名 )を 除いては、審査会場に入場でき

ないことを、あらか じめ周知・徹底 してお く。

受審者並びに関係者は、審査ガイ ドラインを遵守 し、安全な審査会の運営に

協力す る。
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第 2 受審にあたって

1 以下に該当する者は受審できない。

(1)基礎疾患のある者

糖尿病、心不全、慢性閉塞性肺疾患 (COPD)、 透析治療者、免疫抑制剤や

抗がん剤使用治療者等。

なお、基礎疾患のある者が、理由あって受審を希望する際は、必ず主治

医の承認 を得るよう指導する。

(2)発熱のある者 (一般的には37.5度以上ある者をい う)

(3)咳・咽頭痛など風邪の様な症状がある者、その他体調が悪い者。

(4)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

(5)過去 14日 以内に政府か ら入国制限、入国後の観察期間を必要 とされてい

る国、地域等への渡航又は当該在住者 との濃厚接触がある場合。

2 受審者は、受審 日に自宅等で必ず検温を行 う。

主催者が事前に指定する「受審者確認票」に氏名、住所、 絡先電話番号及

び当日の検温結果を記録 し、審査会場に持参する。

3 受審者は、面ェスク※・シール ド及びいわゆる家庭用マスクを持参する。

実技審査時には面マスクとシール ド、それ以外 (実技審査までの待機中、合

格発表までの待機中等)は家庭用マスクの着用を前提としている。実技審査時

以外でも面マスクを着用する予定の受審者は、面マスクのみの持参で可。

※ 面マスクとは面の中に着装するマスクで種類は問わない。

第 3 入場にあたって

1 受審者は、 自宅 と審査会場 との往復の際にはマスクを着用 し感染予防に努め

る。

2 審査会場内での密集を避けるため、自転車等での来場を除き、あらか じめ着

替えを行った上で審査会場に入場する。

3 主催者は、広い入場 口を設置 し、受審者が施設に入場する時に行列にならな

いよう配慮する。

受審者は受付時に、必ず 「受審者確認票」の提出を行 う。

(1)上記対応を拒んだ場合は受審及び入場を認めない。

(2)小学生低学年の付き添い (代表 1～ 2名 )は認めるが、それ以外の保護者や

見学者等の入場は認めない。



4 主催者は、入場 口にアルコール消毒液を設置 し、受審者は手指消毒を行 う。

5 受審者は検温を受ける。主催者は、非接触型体温計等により、受審者の検温

を適正、迅速に行 う。

検温により体温が37.5度以上ある者は、受審及び入場を認めない。

6 受付が密集 した場合、入場制限を行 う。

第 4

1

審査会場内での留意事項

受審者並びに関係者は、フィジカル・ディスタンス (人 と人の距離、最低で

も 1メ ー トル、できれば 2メ ー トル)を常に保つようにする。

受審者は、実技審査時には面マスク着用 し、それ以外では常にマスクを着用

す る。 ||■ ||、 ■1  1   '       ||

受審者並びに関係者は、審査会場内でも、手洗い、 うがい、アルコールによ

る除菌消毒に努める。また、洋式 トイ レで蓋がある場合は、ふたを開めてから

流すこと。

主催者は、手洗い、 うがいの場所をなるべ く多 く確保 し、可能な限 り多 くの

場所に消毒液アル コールを配置する。

「日本剣道形」及び 「木刀による基本技稽古法」の審査

受審者は、間隔 (1メ ー トル以上)を とって整列する。

受審者は、面マスク等を着用 して受審する。
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第 5 実技審査

1 受審者は実技審査に当たっては、面マスクを必ず着用する。

2 主催者は受審者が受審中及び待機中に 3密 にならないように、面の付けるタ

イ ミング、待機 中の場所などに配慮 し、移動は必要以上の行動にならないよう

に、場所等の確保 と指定を行 う。

第 6 筆記試験

1 主催者は受審者を筆記試験会場への移動は速やかに行い、 3密 を避けるよう

に、人数に応 じて、筆記試験会場を確保す るか、組を分けて適宜入れ替えて実

施する。
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第 8

1

合格発表

実技合格者の発表及び登録手続きは、比較的広い場所で行い、密集になるこ

とを回避する。

不合格者は、すみやかに会場か ら退場す る。2

第 9 その他

1 1・｀
.r)11●・ギ111. ・―'~・ 1‐■

2 休憩時間における審査員控室や トイ レが密集状態になることを避ける。

3 審査会場では常に換気を行 う。可能であれば送風機を設置す るc

4 受審者は、食事の空箱等、持参 した物、ごみは必ず持ち帰る。

5 審査会終了後 2週 間以内に新型 コロナ ウイルス感染症を発症 した場合は、主

催者に速やかに濃厚接触者の有無等について報告する。

以 上



鳥取県剣道連盟

受 審 者 確 認 票

受審級 。段

会   場

(○印を)

鳥 取 ・ 米 子 ・ 倉 吉 ・ 八 頭 ・ 居 合

氏    名

住   所

電話・連絡先

検 温 結 果
当日自宅で

検温
°
C

当日会場で

検温
°
C

鳥取県剣道連盟

受 審 者 外 確 認 票

役職等 審査員  ・ 役員  ・ 付添

会   場

(○印を)

鳥 取 ・ 米 子 ・ 倉 吉 0八 頭 ・ 居 合

氏   名

住   所

電話・連絡先

検 温 結 果
当日自宅で

検温
°
C

当日会場で

検温 C



4年 8月 7日
町 立 大 栄 武 道 富目

居合道昇段審査学科試験問題

居 合道 の理念 につ い て述べ な さい。 (各 段位 共通 問題 )

居合道修錬 の心構 えにつ いて述 べ な さい。 (各 段位 共通 問題 )

全 日本剣 道連盟 居合 の技名 12本 を書 きな さい。

日本刀 お よび摘 (こ し らえ)の 各部名 称 を 5つ 挙 げ な さい。

抜付 けにつ い て述 べ な さい。

居 合 道 修 業 上 の 目的 を述 べ な さい 。

居 合 道 実施 上 の 注 意 事 項 を 4つ 挙 げ な さい 。

残 心 につ い て述 べ な さい 。

序 破 急 につ い て 述 べ な さい。

切 り下 ろ しにつ い て 述 べ な さい。

3.四 ・ 五 段

居合道指導 上 の要点 を 4つ 挙 げな さい .

気剣 体 の一致 につ いて述 べ な さい。
守破離 につ いて述べ な さい。

問合 い につ いて述 べ な さい。
剣 居 一体 につ いて述 べ な さい。

※学科試 験 実施 につ いて
。実技試 験 に合格 した者 のみ学科試 験 を実施 す る。
・試 験 問題 は、審査 の 当 日設 間 の 中か ら 2間 を選 択 し出題 す る。

居 合 道 昇 級 。昇 段 審 査 実 技 の 内 容

1.6級 以下 全 日本剣 道連 盟居 合 自由 1本 (本 刀使 用 を認 め る )

2.3～ 5級 全 日本剣 道連 盟 居合 自由 3本 (木 刀 使 用 を認 め る )

3.2級   全 日本剣 道連 盟居合 自由 3本

4.1級   全 日本剣 道連盟 居合 自由 5本 (演 武 時 間 6分 )

5.初 ～ 3段 全 日本剣 道連盟 居合 指 定技 5本 (演 武 時 間 6分 )

6.4～ 5段 全 日本剣 道連 盟居  指 定技 4本 及 び古流 1本 (演 武 時 間 6分 )

※受験 資格 ,受 験料 は剣 道 の規 定 に準ず る。
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